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東京都の若干の社会福祉資料の分析

一 い っ そ うの 情 報 公 開 へ の 期 待 一

星 野 信 也

は じめに

本論では,ま ず,東 京都の若干 の区市 町村別社 会福祉 資料 を分析す ることで,

① サ ービスの程度お よび②サ ー ビス利用者 の所得階層 につ いて地域格差 の程度

を検討 し,次 に,そ れ をもた らしたであ ろう一つの要 因 と して,東 京都 の社会

福祉加算行政につ いて検討す る。そ して,そ れ らを踏 まえて,東 京都の社会福

祉 の課題 を,国,東 京都,区 市町村関係,と くに東京都 の加算行政のあ り方 に

ついて論ず る。

なお,保 育所関係,老 人ホーム関係お よび老 人福祉手 当にかかわる資料 はす

べて1991年 度であるの に,ホ ームヘルプ関係 の数字 は1992年 度補助 申請ベ ース

の もの を用 いている。幸 い入手で きた資料がそ うで あったため に生 じた問題 だ

が,以 下 で行 うマ クロな分野別の地域格差 分析 の上で は,と くに問題 は生 じな

い と考 える。

資料収集 にあた って,前 東京都企画審議室長関岡武次,同 福祉 局指導部長吉

田行,同 高齢福祉部長安達高之,同 総務部企画室企画主査飯塚美紀子,そ して

大 阪市民生局武内貴夫 その他 の諸氏 にご助力 いただいた。記 して厚 く御礼 申 し

上げ る。 ただ,本 論 の内容 に誤 りや偏 りが ある とす れば,そ の責任 はあげて筆

者個 人にあることはい うまで もない。

なお,本 論 は,筆 者 らが1993年5月 に東京都 に提 出 した報告書の一部 を全面

的 に加筆修正 した ものである。 また,こ こではあ えて区市町村 名を匿名 とせず

その まま掲載 したが,そ れは結 びで述べ るように,こ の3倍 も4倍 もの情報が

よ りい っそう分か りやす く住 民 に情報公 開 されるべ きだ と考 えるか らであ る。
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1.東 京 都 の 社会 福 祉 関係 資 料

第1節 の 第1表 は,東 京都 の老 人福祉 関係 資 料 を区市 町村 別 に一 覧 で きる形

で と りま とめ た もので あ る。① 老 人福祉 手 当,② ホ ームヘ ル プ ・サ ー ビス,③

特 別 養護 老 人 ホ ーム,④ 特 別 養 護老 人 ホ ー ムお よび養護 老 人 ホ ーム を合 わせ た

「老 人 ホ ー ム(以 下 同 じ表 現 を用 い る)」,お よび⑤ 特 別 養護 老 人 ホ ー ム に老 人

福 祉 手 当 を合 わせ た 「要介 護 老 人」 につ い て,そ れ ぞれ のサ ー ビス受 給 者 の65

歳 以上 老 人 人 口に対 す る百分 比 を計 算 し,並 記 した 。

数字 の羅列 だ けで は読 み と りに くいか ら,別 に,同 じ く① 老 人福祉 手 当受給

者 比率,② ホ ームヘ ル プ ・サ ー ビス受 給 者比 率,③ 特 別養 護老 人 ホ ー ム入所 者

比 率,④ 「老 人 ホ ー ム」 入 所 者 比率9お よび⑤ 「要 介護 老 人 」 比率 につ い て,

そ れぞ れ 降順 ソー ト結果 を第2～6表 と して と りま とめ た。 なお,各 統 計 の平

均 値 は,区 部 計,市 町村計,島 部 計,合 計 な どの各 行 に加 重 平 均 と して示 され

て い るの で,別 に単純 平均 を計 算 す る こ とは しなか った。

第2節 で は,サ ー ビス利 用 者 の所 得 階層 につ いて 地方 自治体 間 の比 較 を試 み

るが,そ こで は老 人福 祉 関係 資料 と対 比 の 意 味 も込 め て児 童保 育 の資 料 を検討

す る。 な お,筆 者が 収集 した大 阪 市 お よび鹿 児 島県 の保 育 行 政 に関す るデ ー タ

を随 時参 照 す る。

(1)サ ー ビスの程 度 と地域 格 差

各 種老 人福 祉 サ ー ビスの地 域 格 差 の程 度 をみ るため,そ れぞ れ の 降順 ソー ト

結 果 を,市 町村 別 を ま った く無 視 して,単 純 に一 つ の図 に重 ね合 わせ た結 果 が

第1図 で あ る。

第1図 か ら,ま ず,サ ー ビスの程 度 につ い て み る と,老 人 人 口あた りで標 準

化 して最 も広 く利 用 され て い るサ ー ビス は,第1に 老 人福祉 手 当,第2に 老 人

ホ ー ム(と くに特 別 養護 老 人 ホ ーム),第3に ホ ームヘ ル プの順 とな る。

次 に,地 域格 差 につ い て み る と,そ れ は ホ ームヘ ル プ ・サ ー ビスで最 も大 き

く,区 市 町村 別 の最 小 と最 大 の比率 は実 に92倍 を超 え る(第3表 参 照)。 次 に,

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム(第4表)お よ び老 人 ホ ーム(第5表)は それ ぞ れ8.7倍

お よび7.6倍 で,特 別 養 護 老 人 ホ ー ム と養 護 老 人 ホ ーム を合 わせ て見 た方 が,

当然 の こ となが ら,特 別 養護 老 人 ホ ー ム単 独 よ りも格 差 は縮 小 す る。 そ して老
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人福 祉 手 当(第2表)で は最 小 と最 大 の 比 率 は3.6倍 と,現 金給 付 とい う給付

手 段 の普遍 性 に もか か わ らず,予 想 外 に地 域格 差 が 大 きい。

以 下,制 度 別 にや や詳 し く検 討 を加 え る。

① 老 人福 祉 手 当

老 人福 祉 手 当 は,第1に,サ ー ビス が 日常 生 活 動 作(ADL)や 痴 呆 の 有 無 の

認 定 とい う客 観 的 条件 と判 断 に基 づ い て給 付 され る もので あ る こ と,第2に,

サ ー ビス給 付 手段 が ホ ー ムヘ ル プや老 人 ホ ー ムの場 合 の よ うな人 的,物 的資源

制 約 を伴 わ な い普遍 的現 金給 付 で あ る こ と,し たが って 第3に,サ ー ビスへ の

ア クセ シ ビ リテ ィが きわめ て高 い こ と,の3点 を考 え あわせ る と,そ の3.6倍

とい う地 域格 差 は異 常 に大 きい とい わ な けれ ば な らな い。 と くに トップ2市 町

村,東 村 由 と三宅 の受給 者 比 率 は際立 って い る(第2表 お よび第1図 参 照)。

も し,過 去 に遡 って実績 を検討 し,格 差 が縮 小 す る方 向で は な くむ しろ拡 大

す る方 向 に動 い て い るので あ れ ば,な ん らか の制 度 的再 検 討 が必 要 で あ ろ う。

な お,手 当 自体 の将 来 の あ り方 につ いて の私 見 は,最 近 の イギ リス の手 当制 度

改 正 を参 照 しなが ら後述 す る。

② ホ ー ムヘ ル プ

ホ ー ムヘ ル プ の場 合 は,羽 村 の最 小値 が0.06と きわ め て小 さい とこ ろ に新 島

の最 高 値5.54が ず ば抜 け て高 い とい うこ とが あ るが,羽 村 と新 島 の数値 を除外

して も,格 差 は25倍 となお 高位 に と どま る。

コ ミュニ テ ィ ・ケ ァの考 え方 か らは,ホ ー ムヘ ル プ利 用 が老 人 ホ ー ム利 用 を

はる か に上 回 って当 然 と思 われ,事 実,東 京 都 の地 域 福祉10力 年 計 画 もそ の方

向 で計 画 され て い る よ うだが,現 状 で は,老 人 人 口あ た りで標 準 化 して,半 数

近 くの区市 町村 で 未 だ に老 人 ホ ー ム利用 が ホ ー ムヘ ル プ利用 を上 回 る とい うこ

とが あ る。 も っ と も,ホ ー ムヘ ル プの数 字 は国庫 補 助 申請 ベ ー ス の もので あ る

か ら,そ れ以 外 に福 祉 公 社 や シルバ ー人材 セ ン ター そ の他 老 人 福祉 法 の補 助対

象外 の ものが 存 在 して い る こ とを割 り引 いて 考 えな け れ ばな らな い。 しか し,

そ れ に して も,ホ ー ムヘ ル プ ・サ ー ビス受 給 者 の老 人 人 口比 率(第3表)が,

特 別 養護 老 人 ホ ー ムの それ の最 低 ラ イ ンで あ る0.69(第4表)を 下 回 る八 王 子,

小 金 井,府 中,東 村 山,昭 島,福 生,青 梅,五 日市,奥 多摩,狛 江,秋 川,瑞
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穂,日 の 出,羽 村 とい った市 町村 につ い て は,東 京 都 の ホ ー ムヘ ルプ制度 その

もの に問 題 点 が な いか ど うか を再検 討 して み る必要 が あ る よ う に思 われ る。

そ もそ も東 京都 の制 度 に これ ほ どのサ ー ビス遍 在 を もた らす よ うな制 度 的仕

組 みが含 まれて い る こ とを疑 わ な けれ ば な らないの だが,第1に,ホ ー ムヘ ル

パ ー とい う人的資 源 の い っそ うの遍在 を招 きや す い制 度 を とってい る とい うこ

とが あ る。東 京 都 で は,官 僚 的 にな りやす い常 勤職 員 と して の ホ ームヘ ル パ ー

の増 員 に代 えて,看 護婦 家政 婦協 会等 民 間 のヘ ルパ ー,さ らには在宅 介護 支 援

セ ン ターのヘ ルパ ー を組 み合 わせ て活 用 す る制 度 を とって い る。 ところが,民

間 の家 政婦 協 会等 は ど う して も組 織 的 に都 区部 に集 中 しやす い とい うこ とが あ

り,そ れ が ホ ー ムヘ ル パ ーの 数 的 な過 剰 と過 小 が 同居 した地 域 格 差 の 一 因 に

な って い る こ とは疑 問 の余 地 が ない。

1991年 度東 京 都 区市 町村 別 ホ ー ムヘ ルパ ー数 とホ ームヘ ル プ利 用者 数 を老 人

人 口1,000人 当 た りで標 準 化 し,別 に ホ ー ムヘ ルパ ー1人 当 た り利 用者 数 を計

算 して,区 市 町村 別 を まった く無 視 して単 純 にそ れぞ れ の 降順 ソ ー ト結 果 を図

示 したのが 第2図 で あ る。そ れ で見 て も,格 差 が 大 きい の はホ ームヘ ルパ ー数,

ホ ームヘ ル プ利 用 者 数,ホ ー ムヘ ルパ ー1人 当 た り利 用 者 数 の順 とな ってお り,

ホ ームヘ ル パ ー の遍在 が地 域格 差 に最 も大 き く貢献 してい る こ とが うかが わ れ

る。 しか も,看 護 婦 家 政婦 協 会 の導 入 は,非 常 勤職 員 を常勤 換 算 しない ま ま東

京 都 の ホ ー ムヘ ルパ ー数 を見 か けの うえで大 幅 に増 大 させ る こ とに な ったが,

決 して それ に比例 してサ ー ビス受給 者 数 は増 大 して お らず,か え ってヘ ルパ ー

1人 当 た り高 齢利 用 者 数 を全 体 で2人 前 後 に引 き下 げ る こ とに な った。全 国平

均 でヘ ルパ ー1人 当 た り利用 者 数 が4人 を上 回 ってい る こ と,東 京 都 は大 部 分

の 地域 が市 街 地 で ヘ ルパ ーが 最 も効 率 的 に仕 事 がで きそ うな地域 が多 い こ とを

考 え合 わせ る と,見 せ か けの 数字 の膨 張 には大 きな問 題 が あ る といわ な ければ

な らな い。

第2に,多 摩 地 区 に相 対 的 に低 位 の市 町村 が 遍在 して い るが,サ ー ビス利 用

者 や 一 人何 役 もこな して い るで あ ろ う市 町村 職 員 の 問 に,ホ ー ムヘ ル プの積 極

的活 用 を躊 躇 させ る よ うな仕 組 み,す なわ ち都 が 必要 以 上 に手 続 きや仕 組 み を

煩 雑 に して い る部分 が あ る こ とが 疑 わ れ る。 そ の一 つ と して,東 京都 の加算 行
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政が縦割 り紐付 きで行 われてい るため市 町村 は国 と都 に対 して二重 に補助金 の

清算 を しなければな らないこと,そ して利用者の費用徴 収 に関 して も,国 の簡

便 な税制転用方式 に加 えて都 のおよそ分か りに くい収入認定方式 に も従 わね ば

な らないこ とな どがあ げられ よう。

③老 人ホーム

特別養護老 人ホーム と老人 ホームの場合,む しろ施設経営上の観点か ら施設

認可 され る最小規模 の施設 を作 って も,八 丈,大 島な どの島部では老人ホーム

が相対 的 に豊富 に供給 され るこ とにな った とい う事情 が ある(第1図 で老 人

ホームが異常 に高い数値 を示 しているところを参照 され たい)。

特 別養護老人ホームお よび老人 ホームについて,こ うした特別 に高 い老人人

口比率 の例 を除 いて計算 す ると,格 差倍率 は老 人福祉 手 当のそれ よ りも低 い

3。0～3。2倍程度 に縮小 す る。特別養護老 人ホームが,施 設設備 およびマ ンパ ワー

とい う資源制約 を受 けているこ と,ま た,老 人保健施設 や老人病院等 の保健 医

療施設 と高い代替関係 にあることを考 え合 わせ る と,こ の程度の地域格差 はあ

る程度やむ をえない範 囲 といって よいか もしれない。む しろ,特 別養護老 人ホー

ムに著 しい多摩地域へ の地理的遍在が見 られることの方が大 きな問題 とい うべ

きであ ろう。それ は,入 所措 置権が区市 町村へ一元化 された今 日か らす ると,

い っそ う好 ましか らざる状 況 といえる。 と くに一部 の島部町村 に東京都 の平均

を大 きく上回 る老 人ホームが設置 されてお り,そ れに よってそれ ら町村 の老人

ホーム措置率が群 を抜 いて高 くなっている とい うことがあ る。それは,当 該町

村 に新 たにそれ ら老人 ホームへ の措置費支弁義務が生 じた ことを考 え合 わせ る

と,一 面で はむ しろ市町村一元化 にあたって東京都か ら残 された大 きな財政負

担 とい うべ きであろ う。

(2)利 用者 の所得階層

社 会福祉サ ー ビス利用者 の所得 階層 を,こ こで は保護者,扶 養義務者そ して

本人の費用徴収基準 として用 いられてい る課税階層 や収入階層 によって,ク ロ

ス ・セ クシ ョンに区市 町村別比較 を行 ってみるこ ととす る。 しか し,社 会福祉

サー ビス種別 に費用徴収基準が異なってお り,し か も国庫負担 金清算基準 と し

ての費用徴収基準 と実際の東京都 ない し区市町村 の費用徴収基準 が異な ってい
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る とい う大変 な複雑 さがあ る。

ここで分析対 象 と したの は,次 の ものであ る。

① 老人ホーム入所 者本人 は,特 別養護老人 ホーム と養護老人ホーム共通 に,実

際 の収入認定方式 に よ り,非 常 に細 か く年収27万 円未満か ら150万 円以上 まで

が39階 層 に分類 されてお り,そ れ を超 えた場合,さ らに増分 に比例 して負担が

増額 され る。 ただ し,養 護老 人ホームの場合13万 円,特 別養護老 人ホームの場

合22万 円 をそれぞれ上限 とす る。

②老人 ホーム扶養義務者 は,や は り共通に,税 制転用方式 によってお り,被 保

護者 と住民税非課税の費用負担 な しに始 ま り,所 得税非課税 を経 て,生 計 中心

者 の前年 の所得 税額627万 円以上の全 額負担 まで18階 層 に分類 されている。 こ

の場合,入 所者本人 に対す る ような上限の設定 はない。ただ し,養 護老人ホー

ムの場合のみ,入 居室が何人部屋 であるか によって減額が行 われてお り,約3

分の1の ケ ースが10な い し40%の 減額 を受 けてい るとい うことがあ るが,今 回

の分析で はこの減額 の有無 は度外視 した。

③ ホームヘ ルプは,東 京都 の場合,独 自の収入認定方式 によってお り,2人 世

帯の場合で前年所得(控 除後)2,123千 円以下 か ら5,716千 円以上 までの6階 層

に分類 されてい る。国庫負担金清算基準 は税制転用方式で,被 保護世帯か ら生

計 中心者の所得税額14万 円以上 までの7階 層 となっている。

④保育所入所児童保護者 は,税 制転用方式 によ り,国 庫負担金清算基準では,

被保護世帯か ら住民税非課税世帯 を経 て前年分所得税課税額33万 円以上 まで10

階層 に分か りやす く分類 されてい る。東京都 の区市 町村 はほ とん どすべて独 自

の費用徴収基準 を採用 しているが,特 別区 は未 だにお よそ20年 来の被保護世帯

か ら前年の所得税90万 円以上 までの23階 層 区分 を使 い続 けている。

本来 な らこれ らの多様 な階層区分 を単一スケールに標準化 してかかるべ きだ

が,そ の作 業 は総理府統計局 の全 国消費実態調査 デー タが得 られてか ら行 うこ

とと し,今 回 は単純 にグラフによる相対 的,視 覚 的な比較 に よることとした。

ここで は,費 用徴収基準 をX軸 に,そ のケース数 の累積 をY軸 に とってグラフ

化す るが,そ の場合,グ ラフはサ ービス利用者 につ いてのロー レンツ ・カーブ

を示す もの となる。 したが って,カ ーブが右下が りで対角線 に対 して凹であれ
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ばあるほど利用者 は中流階層化 してお り,左 上 が りで対 角線 に対 して凸であれ

ばあるほど利用者 は低所得層 に傾 いていることになる。

所得 の上限が比較的 高 くまで設定 されてい る老人ホーム扶養義務者お よび保

育所保護i者のパ ター ンを比較す る と,東 京 の区市町村 の保育所利用者 は,鹿 児

島県 や大阪市 と比 較 して,相 当程度 中流階層化 してい る(第3図 参照)。 それ

と較べ て,東 京 の特 別養護老人ホ ーム利用 は,い くつ かの区市 の特別養護老人

ホーム扶養義務者がい くらか平準化 されたパ ターンに近づいている ものの,ま

だ まだ低所得層 に傾 いてい る(第4図 参照)。 それ は一般病 院や老人病 院 との

強い 「互換性」の影響が大 きい もの と考 え られ る。

ホームヘルプは,東 京が国基準でA～E(一 部)を1階 層 に,E(残 り〉 と

FG階 層 をH～W階 層 に分類替え して,相 対 的に所得 の高 い方 を細分化 してい

ることを前提 して も,な お著 し く低所得層 に偏 ってお り(第5図 参照),未 だ

に利用が無料世帯 に限 られている市 町村が10ヵ 所み られ る。

老 人ホームとホームヘルプを比較す る と,ホ ームヘルプの低所得層へ の偏 向

が顕著 である。両者 とも資源制約の中で低所得層 を優先 している とい うのであ

れ ば,そ れはそれで社 会福祉本来のあ り方 と して容認 さるべ きだが,老 人ホー

ムの利用階層 にそれ ほ ど低所得階層への偏 りが ないのにホームヘルプでそれが

顕著だ というのは,必 ず しもそ うした積極 的理 由による もの とは考 えに くい。

それ は,む しろホームヘルプが ほ とん ど老 人ホームへ の入所予防に役立つ態勢

になっていない ことを示 している とい うべ きである。

特 別養護老 人ホーム入所者本人の所得階層パ ター ンには興味深い特徴 が現 れ

てい る。それは区市町村 を通 じてほぼ共通 に,第4階 層 か ら第5,6階 層 にか

けて きわめて顕著 な,そ して第23-24階 層か ら第25-26階 層 にか けて若干 目に付

く段差が付いているこ とである(第6図 参照)。 それは,入 所 者本人の年収 の主

要部分が年金収入 による もの として,初 めの段 差が,1961年 に成立 して最大で

32年 拠 出す ることがで きたが,実 際 には拠 出で きた期 間が もっと短か った国民

年金老齢基礎年金の現行水準 によって生 じた段差 であ り,後 者 のそれ は,2階

建 て部分の厚生年金の一つ の山がそこにあるこ とを示 してい ると考 え られる。

第7-1,7-2図 は東京都の養護老 人ホーム と特別養護i老人ホームを大阪市
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のそれ らと比較 した ものだが,こ こで興味深 いの は,両 施設 の利用者の所得階

層差が,東 京都 は大阪市 に比べて相対的 に小 さいことであ る。 と くに本人の場

合 は東京 の特別養護老人 ホーム と大阪のそれがほぼ重な ってい るのに,扶 養義

務者 の場合,東 京の養護老人ホームの扶養義務者 が大阪の特別養護老人ホーム

の扶養義務者 とほぼ重 なってお り,い ずれの場合 も東京都 の両施設種別間の所

得階層差 の小 さい ことが顕著であ る。それ は,仮 説的 にいえば,第1に,養 護

老 人ホームで よ りも特別養護老人ホームで老人ホーム と保健医療機関の代替性

がい っそ う強い ことを示す ものであ り,第2に,諸 条件か ら,東 京では養護老

人 ホーム と特 別養護老人 ホー ムの差異 が しだい に薄 れてい る とい うこ とであ

る。
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表2老 人福祉手当比率 でソー トした表

区市町村

山

椥
宅
評

酬
央
田
川
並
鵜
川
酬
無

摩
東
東
宿
賑

里…原
京
計
橋
丈
谷
川
江
中
部
立

驚

部

平
臨

島
田
野
梅
餅

塁

端
韓

瀬
灘
立
雛

翻

振

谷
響

鷹
無
舗

㌫

東
三
八
葛
武
中
墨
荒
杉
神
品
江
千
世
多
江
台
新
中
特
目
檜
文
合
板
八
渋
秋
狛
府
島
足
北
稲
練
市
港
小
大
武
豊
町
日
青
国
昭
大
福
青
瑞
羽
清
御
国
日
小
束
郡
立
東
保
小
調
三
田
奥
五
利
新

老年人口比率
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9
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4

4
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表3 ホ ー ムヘ ル プ比 率 で ソ ー トした表

区市町村

米

山

本

川

野

原

区

島

田
土寸
留

和

村
谷

子
井

山

市
摩

出

島
島

黒
蔵
京
野
川
並

島
宅
戸

川
橋
部
島
笠
谷
別
平
東
宿
立
央
津
無
田
計
島
野
谷
代
分
久
布
鷹
大
摩
田
飾
瀬
部
川
蔵
田
東
馬
城
田
立
丈
王
金
中
村
島
生
梅
日
多
江
川
部
穂
の
村
ケ
蔵
島
原

新
三
江
北
H
武
文
中
荒
杉
港
品
板
島
豊
小
保
特
小
江
新
足
中
神
田
墨
合
大
目
渋
千
国
東
調
三
束
多
大
葛
清
市
立
武
世
台
練
稲
町
国
八
八
小
府
東
昭
福
青
五
奥
狛
秋
郡
瑞
日
羽
青
御
利
檜

一老年人 ロ比率

92

06

45

81

50

19

98

03

89

75

45

80

68

51

00

75

08

04

61

30

85

93

94

54

92

79

28

35

63

53

91

93

84

54

13

20

06

24

27

94

45

91

58

95

76

24

95

90

01

51

45

66

66

76

68

17

35

54

80

90

28

20

25

09

95

48

29

05

86

22

21

8

13

13

12

14

13

14

12

14

12

10

19

14

8

U

12

9

10

13

9

14

14

9

13

U

20

8

13

15

9

7

9

11

8

6

12

11

9

9

9

7

11

16

10

6

8

10

20

9

10

9

10

9

8

10

15

21

9

9

13

8

12

6

17

14

19

25

手当比率

2

8

8

6

5

2

7

9

9

5

8

9

4

1

6

7

8

8

7

0

3

8

4

0

1

4

5

5

5

6

7

6

0

6

5

4

4

3

7

8

0

1

3

5

6

0

3

5

1

7

7

7

2

4

5

0

9

7

9

2

6

2

2

9

0

8

3

9

3

7

8

9

2

6

1

5

7

0

0

1

9

5

3

0

1

1

6

1

9

8

2

1

0

0

1

5

8

9

3

9

8

4

1

0

4

9

1

4

6

2

4

3

9

8

2

2

0

6

3

6

4

3

2

8

8

8

9

9

3

3

4

7

5

7

7

6

7

6

1

5

3

3

3

3

3

3

4

4

3

3

3

3

3

2

2

3

3

3

3

3

4

4

2

4

3

2

2

3

3

2

2

2

2

2

3

3

4

2

3

2

4

3

3

3

3

3

2

3

4

2

3

6

2

2

2

1

1

3

3

2

2

2

2

2

2

1

3

げ
鷺

彪

溺

温

驚

審

蟹

溌

麗

茄
紹
墨

鶯

器

駕

盤

銘

釜

翌

締

濫

認
釜

器

潟

発

発

器

駕

燧

蕾

湯

激
露

』っ
銘

加
盤

～

上

5

2

2

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ム一ホ 特養比率

2.24

0.94

0.69

1.07

1.35

1.20

1.32

1.03

1.24

1.83

1.27

1.04

3.38

0.85

1.43

1.07

1.41

1.17

1.29

0.80

i.ss

8

6

5

9

8

7

6

6

1

4

9

5

5

4

8

3

1

5

8

7

0

7

0

9

9

8

8

1

7

1

4

8

8

0

1

1

9

1

4

9

5

6

0

2

7

5

8

1

9

3

7

3

0

2

7

0

7

2

6

0

2

2

6

6

5

3

2

1

1

5

1

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

0

1

0

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1.19

0.83

1.77

o.ss

老 人ホーム
比率

2.59

1.23

1.12

1.5`L

玉.59

1.41

1.65

1.45

1.48

2.36

1.85

1.49

4.38

1.16

1'.69

1.45

1.77

1.69

1.87

1.10

2.16

0

9

1

9

4

6

4

3

4

6

3

2

1

0

9

0

1

1

4

6

8

2

2

2

6

4

7

1

7

7

4

4

3

2

4

5

0

5

8

6

8

7

2

6

0

8

1

5

8

6

1

5

3

1

0

2

9

4

6

3

4

6

2

2

7

6

2

L

L

ε

L

L

曳

L

L

L

-
.
乞

-
。
L

L

飢

L

2
.
L

L

紘

L

L

砿

L

⑥

L

-
,
L

乞

2
。
L

L

1.61

0.87

1.91

1.27

71

要介護比率

2

2

5

2

7

7

1

2

9

1

6

8

9

1

1

9

9

7

4

7

1

1

2

0

2

5

6

9

8

4

3

4

4

4

5

5

5

5

5

4

6

3

3.61

4.75

4.58

5.07

5.12

4.07

5.80

9

0

9

4

3

3

3

1

1

0

3

9

9

7

5

0

1

6

1

2

6

8

4

4

0

5

5

8

9

5

9

8

7

0

3

6

8

1

8

9

4

0

2

3

1

4

9

6

6

5

1

7

0

0

9

2

8

9

0

7

6

5

8

4

3

2

4

5

4

8

4

4

4

4

4

3

3

4

5

3

5

4

4

4

5

5

5

3

4

3

3

7

5

3

4

7

4

4

4

4.51

4.19

4.19

3.58
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表4 特別養老人 ホーム比率 でソー トした表

区市町村

米

山

和

留
山

寺

村

野

井

子
区

谷

田
川

鳩
蚊
製
羅
港
翻
裂
籔

鮒
欝
諜
鷺
鵡
醐
醗
榔
畿
論
鵜

鑑
鶴
鰭

鯉
糊
縢
畑
輔
㍊
蒲

難
棚
簸

北
新陽本
日の出
神津島
檜原

御 蔵 島

利 島
青 ケ 島

奥 多 摩
!J、去窯,京'

瑞穂
五 日市

老年人口比率

35

51

51

06

92

94

45

20

91

20

94

68

84

76

17

93

06

53

08

61

58

35

91

03

45

85

01

13

80

66

75

66

76

98

90

63

27

30

79

28

45

04

50

95

68

54

89

95

91

54

95

00

24

28

93

90

24

81

20

20

19

21

9

9

14

13

9

8

14

9

7

10

8

9

6

13

11

9

7

10

12

13

9

13

10

11

12

9

12

10

16

14

9

8

U

10

13

11

9

聡

13

U

10

9

U

6

15

8

6

14

12

9

9

8

10

13

22.92

12.09

14.54

25.86

14.29

19.05

17.48

21.80

8.75

8.25

15.54

手当比率

85

37

31
88

01

68

18

42

41

44

14

85

40

24

80

86

94

36

18

17

33

89

12

79

20

83

61

05

99

32

05

47

86

57

32

95

47

90

14

55

67

68

65

95

54

16

09

23

97

98

70

06

13

36

28

05

20

26

2

3

3

5

2

2

3

2

2

2

4

2

2

6

2

2

3

3

2

3

4

2

3

3

3

3

2

2

3

3

4

2

3

3

3

2

4

3

4

3

4

3

3

3

3

2

4

3

3

3

2

3

3

3

3

3

3

3

1.72

2.59

4.00

3.63

2.63

1.79

2.78

1.99

2.17

2.72

1.97

ホ ー ム ヘ ル プ

比 率

1.30

0.72

1.81

2.47

1.40

0.93

1.87

0.18

0.92

1.08

1.46

0.49

].17

0.54

0.42

1.`Ll

1.07

1.27

1.62

1.53

0.92

0.32

2.17

2.07

0.93

i.49

0.73

1.12

1.87

0.59

1.92

0.66

0.81

2.14

0.zi

].29

1.01

1.51

1.39

1.38

0.68

1.55

2.20

0.90

1.85

1.13

2.05

0.78

1.26

2.42

0.06

1.76

1.04

0.zi

1.48

0.76

0.79

2.23

5.54

0ニio

1.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.21

1.63

0.15

0.29

特養比率

99

68

38

24

08

93

83

77

75

75

66

64

61

61

58

56

55

47

43

41

38

38

35

32

31

29

29

29

27

27

24

21

20

20

19

18

18

17

照

15

08

07

07

07

04

04

03

00

96

94

88

85

84

83

80

79

77

69

5

3

3

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

ム

率

09

64

38

59

20

80

36

91

11

02

16

24

74

27

74

83

81

86

69

77

54

63

59

65

61

87

46

63

85

67

48

41

18

41

61

54

59

69

49

51

37

45

52

36

49

26

45

22

64

23

27

16

10

87

10

92

02

12

一
比

⑥

⑥

4

2

乞

乞

乞

1
。
乳

2

乳

乞

L

2

L

L

1
.
L

L

L

L

L

L

L

L

L

1
。
L

L

L

L

L

乞

L

L

L

L

L

L

L

1
。
L

L

L

L

1
。
L

L

L

L

L

L

L

砿

1
.
軌

L

L

ホ人老 要介護比率

84

05

69

12

09

60

01

19

16

19

80

49

01

85

38

41

49

83

61

58

71

27

47

11

51

12

90

33

26

59

29

68

06

77

51

13

65

07

30

69

75

75

72

02

58

20

12

24

93

92

58

91

97

P

O7

84

98

95

8

7

6

8

4

4

5

4

4

4

5

4

4

7

4

4

5

4

3

4

5

4

4

5

4

5

3

3

5

4

5

3

5

4

4

4

5

5

5

4

5

4

4

5

4

3

5

4

4

4

3

3

3

4

4

3

3

3



表5 老 人 ホ ーム比 率 で ソー トした表

区市町村

米

山

山

和

寺

留

田

野
村

区

井
子
谷

川

丈
島
部
瀬
宅

村
揚
無
東
央
川
大
部
宿
谷
川
分
摩
平
生
久
谷
東
中
野
代
鷹
梅
部
江
飾
蔵
蔵
野
黒
計
橋
田
並
立
別
川
京
金
王
田
村
布
戸
城
島

立
田
馬
田
川

八
大
島
清
三
港
東
昭
出
台
中
立
東
郡
新
渋
品
国
多
小
福
東
保
江
府
中
千
三
青
市
狛
葛
武
武
日
目
合
板
墨
杉
国
特
荒
文
小
八
世
羽
調
江
稲
豊
北
足
大
練
町
秋

本
出
島

島
の
津
原

新
日
神
檜

御蔵島

利島
青ケ島
奥多摩
小笠原

瑞穂
五 日市

老年人口比率

1

5

1

4

6

5

6

8

2

6

4

1

0

0

5

3

0

3

6

1

7

4

8

0

6

3

1

3

5

5

0

7

9

8

3

0

8

8

9

5

1

4

9

8

6

5

5

5

4

4

5

0

1

3

4

4

0

8

5

3

5

9

0

4

7

6

9

7

9

9

2

2

8

5

8

9

0

6

1

8

0

3

6

0

9

1

3

4

9

2

1

5

6

5

2

6

7

7

0

0

8

9

6

4

9

9

5

5

9

0

8

9

2

2

9

2

0

0

9

9

1

4

0

9

9

6

4

9

8

3

3

3

2

9

6

9

8

7

1

0

9

3

5

1
0

9

9

1

2

7

8

3

1

0

3

2

0

2

4

4

0

9

1

6

9

8

6

4

3

9

2

0

8

9

2

2

1

2

]

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

22.92

iz.a9

14.54

25.86

14.29

19.05

17.48

21.80

8.75

8.25

15.54

手当比率

7

5

1

8

8

8

4

5

1

6

4

1

4

2

3

6

9

6

4

7

0

0

8

0

2

9

7

5

9

0

2

7

2

3

5

5

5

4

4

5

1

8

9

7

7

7

5

0

6

8

3

6

6

8

3

0

5

6

3

8

3

6

8

1

2

8

0

8

1

4

4

4

8

3

9

8

9

1

8

4

1

9

3

7

9

0

8

2

3

4

1

3

9

6

5

5

1

0

6

6

0

5

4

6

9

7

1

9

2

0

2

2

1

2

0

3

3

2

3

2

5

3

6

2

2

3

4

2

2

2

3

3

3

2

3

3

2

2

2

3

3

3

3

2

2

3

3

4

3

4

2

3

3

3

4

4

2

3

4

3

2

4

3

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

1.72

2.59

4.00

3.63

2.63

1.79

2.78

1.99

2.17

2.72
.1.97

プ

率

2

0

1

3

7

7

4

9

0

1

6

2

8

8

9

7

7

1

7

3

2

7

2

1

9

7

6

2

2

3

1

1

7

2

9

0

8

5

9

2

3

5

5

4

6

8

0

6

3

2

8

6

3

8

4

9

6

1

7

3

8

9

4

8

5

4

4

8

4

9

0

1

4

2

8

2

0

5

4

1

6

5

5

0

2

1

3

9

2

0

1

9

2

2

3

8

3

9

7

5

0

1

6

6

9

0

1

4

7

7

2

4

0

7

7

2

レ

ヒ

:

:

・

・

…

:

…

:

:

・

・

・

・

・

・

・

…
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・

・

・

…

:

・

・

・

・

・

・

・

・

…

。

・

。

・

・

…

:

ノ

上

0

1

1

0

2

1

0

0

1

0

1

0

1

0

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

2

1

1

0

0

0

1

2

0

1

2

1

1

1

1

0

1

2

2

0

0

0

0

1

2

0

1

2

1

1

0

0

0

ヘム一ホ

5.54

0.io

1.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.ai

1.63

0.15

0.29

特養比率

8

9

8

3

4

3

1

4

8

0

6

5

5

7

9

7

7

6

5

1

8

1
3

7

7

2

6

9

8

1

9

8

5

8

8

7

5

4

6

4

9

7

3

0

1

8

7

8

4
4

0

5

9

0

4

7

9

3

6

9

3

9

2

8

6

6

0

2

6

7

7

7

2

4

2

5

5

4

5

6

4

1

2

3

9

2

3

3

1

1

3

3

1

0

1

0

1

2

2

0

0

2

2

0

0

8

0

9

0

8

6

8

8

7

7

8

3

5

3

1

2

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
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表6老 人福祉手当十特別養護老人ホームでソー トした表
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(65歳以上人口あたりで標準化 したもの)
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第3図 保育児童保護者課税階層
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第6図 特別養護老人ホーム入所本 人の所得階層
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第7-1図 老人ホ ーム入所者本人(東 京 と大阪)
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2.東 京都 の社会福祉加算行政

次 に,東 京都 の区市 町村 間に相 当大 きな地域格差 を生 じている要 因の一つ と

して,わ が国の地方 自治体の 「加算行政」 につ いて検討す る。

(1)地 方 自治制度の特徴

地方 自治体 の権能 につ いて は,地 方 自治制度の確立 した国々のなかで も,顕

著な差異が見 られ る。それは大別す ると,

①包括授権主義,す なわ地方 自治体 は法律 に よって国の権 限 とされた もの以外

は何で もで きるとい う方式,

②制限列挙主義 すなわち国が法律 によって制限的に列挙 して地方 自治体 に授

権 した施策以外 には,地 方 自治体 は歳出で きないとい う方式,

の二つに分 け られ る。 イギ リスやスエーデ ンは制限列挙主義 の国であ り,ア メ

リカは逆 に歴史的に州か ら連邦 に権 限が制限列 挙 されて いる。 それ に対 して 日

本 は,地 方 自治の確立 した国 と してはむ しろ きわめて例外 的に,包 括授権方式

によっている。すなわち 日本の地方 自治体 は,都 道府県 も市町村 も,法 律で明

確 に国の権限 に留保 され ない限 り,固 有事務 としていつで も何 で も行 うこ とが

で きるのであ る。

制限列挙方式 では国 と地方 の間で明確 な機能 ・役割分担 が導かれ,権 限 と責

任の所在が明確化 され るのに対 し,包 括授権方式 では,国 と地方の問に二重三

重行政が生 じやす く,行政責任 の所在が不 明確 にな りやすい とい うこ とが ある。

わが 国の地方 自治体 は,こ れ までの実績 か ら して も,都 道府県 も区市 町村 も,

国か らの機 関委任事務であろ うと団体事務 であろ うと,そ れ と関わ って,固 有

事務 として な ら何で もで きて しまう。保健 医療 と社 会福祉 を通 じて,国 と都道

府 県 と区市 町村 の どこで もいつで も何 で もで きて しまうといって過言でない。

逆説 的にいえば,こ れほ ど行政責任の所在 を不明確 に した ままでは,た とえ機

関委任事務が 団体事務化 され,さ らに市 町村一元化 され ようとも,実 態はほ と

ん ど何 も全 く変 わ らないのはけだ し当然 とい うべ きであろ う。

最近の具体例 をあげれば,① 市町村一元化 したはず の老人福祉 につ いて国が

ゴールデ ンプ ランを作成 し,都 道府県,区 市町村 にそれに沿 った10力 年計画作

成 を求めた こと,そ れで も②東京都 は,そ れ は都下 区市町村 では既 に東京都主
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導の地域福祉計画で織 り込み済み と主張 して譲 らなか った ことなどが,そ れ を

端的 に示 している。

こうした地方 自治のあ り方 は,保 健 医療 と社 会福祉の協 同連携問題 に も相違

を もた らす。 イギ リスでは,保 健医療 が国の権限,社 会福祉が カウ ンテ ィ ・レ

ベルの地方 自治体の権 限 と明確 に機能分担 されてお り,社 会福祉 にかかわ る縦

の紐付 き補助金 は一切 ない。 また,ス エーデ ンで は,保 健 医療 が州の権限,社

会福祉 は地方 自治体(コ ミューン)の権 限 とやは り明確 に機能分担 されてい る。

ただ,ス エ ーデ ンで は,ホ ームヘルプ等 限 られた優先施策 に対 して国か らの縦

割 り個別補助 金が存在す る。いずれの場合 も,保 健 医療 と社 会福祉の協 同連携

問題 は,イ ギ リスでは国 と地方 自治体,ス エ ーデ ンで は州 と地方 自治体 とい う

横割 りのなかの縦の協 同連携問題であ る。

それに対 し,わ が国 における保健医療 と社会福祉 の協 同連携 は,国 か ら都道

府 県,市 町村 と縦 に まことに細か くつ なが った縦割 り行政の問の,そ れ も市町

村内の横の協 同連携問題 である とい う特徴が あ り,し か も,一 体 どこに行政責

任があるのか少 しも明 らかでない なかでの暗 中模索 の協 同問題 とい う側面があ

る。

(2)社 会福祉加算行政の端緒

どこの都道府県,市 町村で も大 な り小 な り行 われてい ることを最 も大規模 に

行 ってい るとい う意 味で,東 京都 の社 会福祉 加算行政 は重要 な意義 を持 ってい

る。

沿革的 には,戦 後最初の加算行政 は低所得者対策 と して入 り,生 活保護i基準

に対 する学用品支給 や年末一時金支給 などの形で導入 された。それが社会福祉

に及ぶのは まず児童福祉 か らで,1958年 に保育措置費に保育単価 制が導入 され

た ことに始 まってい る。それ は,も ちろん保 母 さん達 やお母 さん方 の プ レッ

シャーによる ものであったが,そ れ には制度的な背景があった こ とを明記 して

お きたい。

保育行政は,最 初,機 関委任事務 として国の直接 の国庫負担金 によっていた

が,1950年 シャウプ税制使節団の勧告 によ り,地 方財政平衡交付金制度に編入

された。それに よって,機 関委任事務 なが ら,団 体委任事務 に近 い考 え方で相
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当程度市町村 の 自主性 が発揮 されていた。 もともと,児 童福祉法成立過程で,

保育所 は幼稚 園 との速やかな一元化 を図 る もの として立法化 され,「 保 育 に欠

ける」児童 を保育す るという条件 はまだつ け られていなか ったか ら,全 国的 に

かな りの地域 格差 を生 じたはずであ る。

1952年 サ ンフラ ンシスコ平和条約 でわが国が独立 を回復 し,シ ャウプ勧告 の

権威 が失 われた1953年,厚 生省 は,① 児童福祉法の保育所 に関する条項 に 「保

育 に欠ける」 とい う句 を挿入す ると同時 に,② 再 び保育措置事務への国庫負担

金 を復活 し,さ らに1954年 には③ は じめて国の保護者負担金徴収基準 を設定 し,

厚生省の縄張 りと権能 の拡充 を図 った。それで も,い ち ど地方財政平衡交付金

になった実績 はなかなか消 えなか ったか ら,大 きな地域格差 は存続 し,会 計検

査院や行政管理庁 の監査,行 政監察の度 に,国 の全国的行政 としての存続理 由

を問われ続けた。 そ うした状況 を一挙 に打破 しようとして,厚 生省 は1958年,

それ まで現員現給制 な ど地域 の実態 に合わせ る姿勢 をとっていた措置委託費へ

の国庫負担金 のあ り方 を,保 育単価 とい う単純明快 な画一的 システムに変更す

ることで,全 国的行政 としての実 をあげ ようとす る制度改正 を強行 した。

地方財 政平衡交付 金制度 に よる地方 自治体 の団体委任事務 に均 しい ものか

ら,わ ず か5年 の間 に,「 保育 に欠 け る」が導入 され,国 の設定す る保育単価

と保護者負担金徴収基準 とによる国庫負担金制度 に転換 したのであるか ら,区

市町村 自治体 に戸惑 いが広が ったこ とはいたって無理か らぬ ところであ ったろ

う。

当時,東 京都 は,都 区部 の保育行政 につ いて事 実上東京市 の権能 を担 ってい

たか ら,23区 の保育行政 にかかわる陳情 をまともに受 けるこ とになった。東京

都 は当時 自ら80余 の都立保育園 を経営 していたか ら,そ の保護者 や保母 さん達

か らの陳情 も受 けなければならなか った。 それ らに答 えて当時の東京都民生局

が とった政策 は,幸 い当該年度予算 は既 に現員現給制 と従来の保護者負担金制

度 に よって編成 されていたか ら,旧 制度 をその まま継続す るとい うものであ っ

た。 そこか ら,国 と東京都 との問の国庫負担金清算基準 としての保育単価,保

護者負担 金制度 と,旧 来の もの を継承 した東京都独 自の措置 費単価 と保護者負

担金徴収基準 とが並存す る形式が成立 した。た とえば保育単価 では4-5歳 児
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の最低基準 である保母1人 あた り児童数30人 に合 わせて30人 刻 みに単価 が設定

されていたの に,東 京都 の措置費単価 は従来の まま10人 刻 みの単価 に据 え置か

れた。 また,国 基準通 りなら大幅 に引 き上げ られ るはずであ った保護者負担金

は,従 来 の低い水準 に留め置かれ ることにな った。

次 に措置費 に対す る加算が導入 されたの は入所児童福祉施設で,養 護施設等

の入所児童 の体位 が学校保健調査 による学童の体位水準 を下 回っているとい う

統計 デー タを基礎 に して,措 置費 の直接 処遇費,い わゆ る事業 費へ の加 算が

1960年 か ら始 め られ た。筆者 は,当 時民生局児童部 にあって この児童福祉施設

入所児童の体位 に関す るデー タ収集 を手がけた とい う点で,東 京都の社会福祉

加算行政 の張本人の一人であるこ とを告 白 しておかねばな らない。ただ,少 な

くともこの加算 にはきちん とした根拠が あった と,今 日で も,自 負 している。

それは決 して児童福祉施設の飲食物費が不当 に低 いか ら施設児童の体位 が低 い

と考 えたのではな く,む しろそれは入所前の児童 の社会環境が恵 まれなか った

ことか ら生 じてお り,そ れは児童福祉施設処遇で取 り戻 されなければな らない

と考 えた ものであ った。

(3)加 算の態様

東京都 の加算行政 はい くつ かの視点か ら分類で きるが,こ こでは二つ あげて

検討す る。

A.国 の施策 との関係 による分類。

①純然 たる独 自施策風 の加算。

② 国の施策 に独 自の別看板 を掲 げて行 う加算。

③ 国の基準や予算積算 の基礎 に積 み上げた り別項 目を追加 して行 う加算

B.加 算 が直接誰 に給付 され るかによる分類。

a。 社会福祉 サ ービス供給者 に対す る加算。

④措置委託費の うち事務費(人 件費等)に 対す る加算

⑤施設整備費 に対す る加算

b.社 会福祉 サ ービス利 用者(消 費者)に 対す る加算。

⑥措置委託費の うち事 業費(直 接処遇費)に 対す る加算

⑦利用者負担金の減免 による加算
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⑧独 自の社 会手当 による加算

実際 には,都 の加算 は上記ABの 複数以上の性質 を持つ ものが多いか ら,こ

の区別全体があ くまで個 々の加算の主要 な意義 に着 目した もので しか ない。 と

くに,供 給者 に対す る加算 と利用者 に対 す る加算の区分 は,建 て前 として加算

が最終的にはすべ てサ ービス利用者本人 に帰属す ると考 えて行われてい るとす

れば,あ ま り意味が ないか もしれない。 しか し,大 幅 に緩和 されて きた とはい

え,従 来,事 務費か ら事業費への転用 は認 め られ るが,事 業 費か ら事務 費へ の

転用 は厳 しくチェ ックされて きた ことか らす れば,今 日で もそれな りの意味 は

あ るとい うべ きであろ う。以下,実 例 を示 しなが ら説明す る。

①純然 たる独 自施策風 の加算

これは,Bb⑧ の独 自の社 会手当に よる加算 とほぼ重な り合 うもので,東 京

都 の各種福祉手当が これ に該当す る。児童育成手 当,心 身障害者福祉手当,重

度心身障害者手当,老 人福祉手 当な どがそれである。類似 の手当 は国の制度 と

して もあるか ら,そ の独 自性 は限 られた もので しか ない とい う意味で,独 自施

策風 とい う分類に した。

このなかで は老 人福祉手 当が,手 当額1人 当た り月額49,000円,1993年 度都

予算額290億 円 と最大 のプログラムであ る。

②国の施策 に独 自の別看板 を掲 げて行 う加算

国 は全地方 自治体 に老 人保健福祉計画 を義務づ けているが,東 京都 は管 下区

市町村 が既 に都 の指導 による地域福祉計 画でそれを実現 して いると して国 に容

認 させ たのが,「 別看板」 のよい具体例 とい える。 別の例 として,保 育所 にお

ける夜型延長保育事業,育 児休業者の児童保育対 策,年 度途 中入所対 策な どは,

いずれ も国の施策 を拡充 しつつ,あ たか もまった く都独 自の施 策であるかの よ

うに打 ち出 されている もので ある。 また,他 の道府 県に も相 当程度普及 したい

わゆ る 「大福祉事務所制Jな ども,ま さに別看板 その もの とい うべ きであ ろ う。

③国の基準や予算積算 の基礎 に積 み上げた り別項 目を追加 して行 う加算

これは,以 下 の④ ～⑦ に区分 して説明する。

④措置委託費の うち事務費 に対 する加算

これは,さ らに
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a .ケ ァにあ たる職員の給与,報 酬,福 利厚生 を高めるための加算,

b.ケ ァにあ たる職員の配置基準 を高め るための加算,

に区分で きるが,実 際 には相互 に重 な り合 っている。実例 としては,東 京都社

会福祉振興財 団を通 したa.職 員給与 の公私格 差是正 お よび福利厚生事業,同

じくb.職 員の増 配置のための多様 な加算,が あげ られる。a.公 私格差是 正

や福利厚生事業 は児童福祉施設か ら老 人福祉施設 まで広範 に行 われているが,

b.職 員の増配置 は,保 育所 をは じめ とす る児童福祉施設や障害児者施設 に手

厚 く行われているものの,老 人福祉施設や生活保護施設 には若干 の程度 にと ど

まる。老 人福祉 で は,国 の制度で家事援助型 と介護型 に2区 分 されているホー

ムヘ ルパ ーにつ いて,都 はすべ て介護型 の給与,報 酬単価 に格 上げ している。

⑤施設整備 費 に対す る加算

これは,さ らに

a.国 の補助単価 に対す る加算

b.国 の最低 基準 を引 き上げ る加算

に区分で きる。最低基準 とい うにはい くらか問題があるか もしれないが,本 来,

社会福祉法人 自らが用意すべ き土地 に対 す る都単独補助金 も,こ こで はbに 含

めて考 えてい る。それ は,特 に 「特 別養護老人ホーム等 設置促進特別助成事 業」

において手厚 く行 われている。

⑥措置委託費の うち事業費(直 接 処遇費)に 対す る加算

これは特 に児童福祉施設 に多 く見 られ,a.国 の基準 に積み上げ る加算やb.

国の予算積算 の基礎 に別項 目を追加 して行われ る加算 が広 く行 われている。老

人の場合 も,等高齢者 日常生活用具給付事業 などに東京都が別項 目を追加 してい

る。

⑦利用者負担金の減免 による加算

上述の通 り,利 用者負担金 の減免 は東京都 の社 会福祉行政で最 も早 く導入 さ

れた加算 である。保育措置にお ける保護者負担金の減免(加 算)が 最 も大 き く,

それ以外 の施設 について は同様の減免措置 は とられていない。別に,医 療扶助

による入院の場合の看護料 に対す る扶助額 と東京 におけ る慣 行料金 との差額の

支給,ホ ームヘルプにおける自己負担額 の徴収基準 の独 自基準の設定 などがあ
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る。

ホ ームヘ ルプの場合,国 が税制転用方式 によっているの に,都 は収入認定方

式 を とって負担 の最低 限収入 を引 き上げ る一方で,最 高徴収額 は国基準 よ りも

高 くしてお り,別 に時間外料金 も設定 している とい うことがあ る。

⑧独 自の社 会手 当による加算

これには,前 述 した児童育成 手当,心 身障害者福祉手当,重 度心身障害者手

当,老 人福祉手当がある。 これ らには,国 の施策へ の加算の意義 も含 まれてい

るが,老 人福祉手当の場合,と りわけ東京都 の独 自性が強い といえる。

(4)加 算 の逆進性

社会福祉水準 を高 める とい う意味で,一 般論 としては,地 方 自治体が国の社

会福祉 行政 に加算す るこ と自体 は望 ま しい とい えよう。だが,社 会福祉が,本

来,「 社会 的公正」,「社 会的平等」 を 目標 とす る もの とすれば,加 算 のあ り方

には自ず か ら制約が ある といわなければな らない。すなわち,国 の政策 レベ ル

で意図 された社 会的公正 を損 な うような加算がある とすれば,そ れは再検討 さ

れなければな らない。

第1章 で,東 京都 の保育行政 に相当程度 の中流 階層化 が見 られることを指摘

した。それ を促 進 した もの に東京都の加算行政があ ったこ とは,次 の二つの グ

ラフか ら読 み とる こ とが で きる(第8,9図 参照)。 そ れで見 る と,東 京都 の

23区 自治体 に よる独 自の保護者負担金徴収基準 は,当 然の ことなが ら上限 を設

定 して高い負担層 を一律 に軽 減するこ とになっている。そ して,一 方で保護者

に保護者負担金 を軽減 しなが ら,他 方で は保育所 に対す る措置委託費に加算 し

てい るか ら,も し軽減 と加算が なければ,む しろ私的契約 による保育所利用か

幼稚 園利用 にな っていたで あろう児童が,皆 措置児童 となっている状 況が読 み

とれ る。 そこで行 われている地方 自治体 の保護者負担金軽減措置 は,図 で明 ら

か な通 り,も っぱ ら中流 階層 に恩典 を与 えている。

この場合,国 の主要財源で ある所得税 は税率が10%か ら50%ま での5階 層 と

累進的 になっているの に対 して,地 方 自治体 の主要財源であ る住民税 は5%か

ら15%ま で とさほ ど累進的で はな く,む しろ均等割 とい う画一的,逆 進的な部

分が含 まれてい ることを忘 れてはな らない。すなわち,国 の負 担基準が累進 的
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な所得税 に準拠 し,し か も課税階層 にほぼ比例 して負担 を高める所得再分配効

果 を持 った基準であるの に対 して,地 方 自治体独 自基準 は,相 対 的に逆進的な

住民税中心 の地方財源負担 で,国 の負担基準 の累進性 を相殺 し,便 益 を逆進的

にもっぱ ら中流階層 にもたら して いるとい って過言で ない。

ここで は,保 育児童保護者負担金 についてのみ検証 したが,他 の加算 の場合

も,地 方 自治体 はその財源 を比較 的大衆課税 の住 民税制 に大 き く依存 してい る

こ とを銘記すべ きであ る。
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3.若 干の意見

社会福祉行政 は1993年4月 か ら都道府県 と市 の福祉事務所体 制か ら市町村へ

一元化 された。それ は,主 務官庁の思惑 にかかわ らず,行 政のあ り方 として は,

福祉事務所 の担 って きた専 門職体制 を市 町村へ延長す る もの としてで はな く,

む しろ市町村 の持つ地域性,近 接性,日 常性 を重視 した行政 に転換す るための

もの と受 け とめ られなけれ ばならない。

実際には,町 村 もかねてか ら老 人福祉施設措置の実務面 と計画面 を担 って き

ていた とい うことがあ るが,公 務員増員が厳 しく抑制 され るなかで,市 町村一

元化 は,少 な くとも形式面 の事務負担増の形 で町村職員の負担増 をもた らす こ

とになる。そ うだとすれ ば,今 後,広 域 自治体 としての都道府県に求め られる

ことは,次 の3点 に集約 される。それ は,

①従来 は,都 道府県が市町村福祉行政 を リー ドし,し ば しば積極的に先 をゆ く

市町村 を優 先 して きたが,将 来は,地 域格差 を修正する後見 的行政の重視へ方

向転換すべ きである。

②都 道府県が国 とは独立 に市町村 に課す事務負担があれば,そ れはで きるだけ

整理統合すべ きである。

③地方 自治体の税財源 は,国 の税財源 よ りも相対的 に累進性 が低 く逆進性が強

い ことをわ きまえて,都 道府 県の加算行 政が社会福祉政策の社会的公正の側面,

所得再分配的側面 を損 なわない ように十分留意すべ きである。

以上の三点を前提 と して,一 部繰 り返 しになるが,こ こで は具体的にホーム

ヘルプ と老人福祉手 当について若干の提案 をしたい。

(1)ホ ームヘルプ

ホームヘ ルプ行政 において90倍 を超 える大 きな地域格 差 を招 いた一つの理 由

が,前 述 した通 り,研 修 を済 ませ た看護婦家政婦協会関係者 に限 って,非 常勤

ホームヘ ルパーに対 す る補助 を行 って きた とい うことがあ るように思われ る。

専 門性 を高め ることと地域格差 とは多 くの場合 に トレー ドオフ関係 に立つ か ら

であ る。今後の都道府 県行政がむ しろ地域格差是正に重点 を移行すべ きもの と

す れば,サ ー ビス を必要 とす る ものの身近 な人々を も積極的にホームヘルパー

と して認 めてい く方 向に転換す ることが望 ま しい。雇用形態の常勤,パ ー ト,
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嘱託,ヴ ォラ ンテ ィアの無償,有 償,委 託先の公法人,私 法人,個 人,委 託形

式の事業委託,個 別サ ービス委託,公 共性,市 場性 など,あ らゆる態様 と形式

を,区 市町村が多元的かつ柔軟 に受 け とめ るこ とが,マ ンパ ワー問題緩和 の最

善の方法であ り,有 償 ヴォラ ンテ ィア とい ったいわば苦肉の多様性,多 義性 に

無理 に一本化 しようとす ることは,か え って社 会的資源 を制約す るもの とい う

べ きであ る。

これ までは東京都が 区や市 と共同で統一的 にい くつかの看護婦家政婦協会 と

契約 す る方式が とられてい るが,区 市町村独 自に も福祉公社やホームヘルプ協

会 さ らには在 宅サ ー ビス ・セ ンター等 による施策が進 み,看 護婦家政婦協会 と

の対応 に も独 自性 を求める傾向が強 まっている。全体 として供給主体 の多元化

が進 めば進 むほ ど,そ れは逆 に都 の統一体制 の維持 を難 しくしている とい えよ

う。 そ うした情況 を,む しろ現行制度 を見直すチ ャンス として捉 えなおす こと

が期待 される。

利用者 か らの費用徴収 につ いて,東 京都 は国の税制転用方式 に対 して独 自の

複雑な収入認定方式 を要求 していが,そ れ は,利 用者 と市 町村職員双方 にとっ

て きわめて分か りに くく,合 理性 の乏 しい もの といわなければならない。そ も

そ も税制転用方式 は一面で市 町村職員 の事務負担 を軽減 するため にとられた も

のであ ったこ とを認識 し,都 も基本的に税制転用方式 に戻 して簡素化す るか,

さもなければ,費 用徴収 は全面的に市町村 に任せ て,都 の加算分 をすべて コ ミュ

ニテ ィ ・ケ ァ包括交付金 とい った ものに転換 す るこ とが望 ま しい。

(2)老 人福祉 手当

老人福祉手当 にはい くつかの問題点があ るが,第1は,手 当の性格である。

この手 当は区市町村 関係 者の間で は俗称 「寝 た き り手当」 と呼ばれてい る。 ス

ター トが寝 た き り老 人 とその家族 の慰 謝,激 励 と経済 的負担 の多少 の軽減 に

あったか らで あろうが,「寝た き り老 人」が何 か高齢 に伴 う不可避 な症状 とい っ

た見方か ら,近 年はむ しろ若 い頃か ら中高年 にかけての生活様式,生 活態度 に

よって相 当程度予防で きる もの とい う考 え方 に変 わ って きてい る。た とえば「寝

かせ きり老人」 とい った表現 や 「寝 た き り老 人ゼロ作戦」 な どは,そ の こ とを

端的 に現 している。 そ うだ とすれば,手 当の性格 を,高 齢者の 「寝 た き り」 に
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絞 るので はな く,生 活 の過 程 で生 じた心 身機 能 の障 害 に対 す る手 当 お よび介護

ニ ーズ に対 す る手 当 と して転換 す る こ とが 望 ま しい。 そ うす れ ば重 度心 身障害

者 手 当 との併 給 の問 題 も解 消 され よ う。

第2の 問 題 点 は,東 京 都 の他 の手 当 に も共通 す るが,手 当額 の算 定の基 礎 の

曖 昧 さで あ る。 そ の金 額 は,1993年 度 で,① 福祉 的性格 と して,慰 謝,激 励,

経 済 的負 担 の軽 減 分,27,000円,そ れ に② 介護 的性 格 と して22,000円 が加 算 さ

れ,総 額49,000円 で あ る。 しか し,70歳 以上 は収 入認 定 な しだ が,な ぜ か65～

70歳 だ けは収 入認 定 によ り介 護 的性 格 部 分 が2段 階 に分 け られ て い る。 この年

齢 に よる区分 の意 味 はま った く不 明 で あ る。

そ れ以 上 に,そ もそ も合 計 手 当額49,000円 は1986年 度 以 降毎 年2,000円 引 き

上 げ られ て きて い るが,そ の算 定 の基 礎 が お よそ不 明 瞭 で あ る。内部資 料 で は,

寝 た き り高齢 者 の介 護 に要 す る費用 と して東 京都 社 会 福祉 総 合 セ ンター福祉 機

器 展示 ホ ール相 談 員 が試 算 した特 別 の必要,た とえ ば 「排 泄 」 と して紙 お むつ,

お むつ カバ ー,排 尿 ・排 便 処 理剤,拭 き取 り用 ウエ ッ トテ ィ ッシ ュな ど,「食事 」

と して栄 養 補助 食 品,専 用 食 器 ・食事 介護 用 品等,他 に 「清潔 」 「ベ ッ ド回 り」

「衣 類 」 な どが そ れ ぞ れ3な い し5品 目あ げ られ て,そ の合 計 額 の1/2が 手

当額 とされて お り,こ れ らの 品 目や単 価 の い わ ば操 作 に よ って毎 年 の引 き上 げ

が行 われ て きて い る。 だが,積 算 の根 拠 力1細か くなれ ば な るほ ど,逆 に,た と

え 「寝 た き り老 人」 とい え ど も70歳 以 上 の高 齢 者 を画 一 に扱 う合 理 的理 由 は失

わ れて い る。

老 人福 祉 手 当 の地 域格 差 が 容 認 しが たい レベ ル に達 してい る こ とにつ い て は

前 述 したが,そ の背 景 に この第1,第2の 問題 点が あ る こ とはい う まで もない 。

こ こで もむ しろそ う した現 状 を改革 のチ ャンス と捉 えて,目 的 と内容 の見直 し

を行 うべ きで あ る。 当面 な に よ りもまず,判 定 基準 をい っそ う客 観 的 な もの に

す る こ と を要件 に,こ れ まで ま った く画 一 的 で あ った手 当額 を さ しあ た り2段

階 に修正 す る こ とが期 待 され る。段 階化 すべ きだ と考 え るの は,第1に,高 齢

者 の 「寝 た き り」 状 態 は決 して画 一 的 な もの で は ない はず で あ り,第2に は,

49,000円orナ ッシ ング とい うの で は,格 差 が 大 きす ぎ るか らで あ る。 も し,

この 点 の改 正 が で きない の で あ れ ば,こ の制 度 は む しろ な し崩 しに廃 止 す るか
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他 の 手 当 に 併 合 した 方 が よ い で あ ろ う。

参 考 ま で に 紹 介 す る と,イ ギ リス は,1992年4月,そ れ ま で のAttendance

AllowanceとMobilityAllowanceの2つ の 社 会 手 当 を 改 革 して,65歳 未 満 は,

CareComponentとMobilityComponentか ら な るDisabilityLivingAllowance

に統 合 し,65歳 以 上 に は,CareComponentに つ い てAttendanceAllowanceを

存 続 させ るが,従 来 あ っ た80歳 まで とい う年 齢 の 上 限 を撤 廃 し,か つ ケ ー ス に

応 じてDisabilityLivingAllowance(た だ しMobilityComponentの み)を 併 給

す る 方 式 に 改 め た 。 給 付 は 国 の 責 任 で 行 わ れ る が,給 付 額 は,CareCompo-

nentが3段 階,MobilityComponentが2段 階 に 区 分 さ れ て い る 。 そ の 判 定 は,

今 回 の 改 正 に よ っ て,従 来 の 医 学 診 断 的 な もの か ら,む しろ 本 人 の 申 告 を 中心

と した 社 会 的 判 定 に 委 ね られ る こ とに な っ て い る 。1)

な お,DisabilityLivingAL'cwancEのCareComponentに は,年 齢 を問 わ ず タ ー

ミナ ル ・ケ ァ も対 象 に含 ま れ る 。 この 改 正 に よ っ て,児 童 か ら高 齢 な い し死 に

い た る まで の 社 会 手 当 の 一 貫 性 が 実 現 した と さ れ る 。

おわ りに

これまでみて きた通 り,地 方 自治体 の加算行政 は社会福祉政策 の持つ所得再

分配的 な意義 あるいは社会的公正の意義 を損 なっている場合 があ りうる。その

一 因は
,地 方 自治体 の財源が相対的に累進性 の低 い税制 に依存 してい るか らで

ある。

同 じ論拠で いえば,近 年の団体事務化,市 町村一元化 は,社 会福祉財源の大

衆負担化 を進め ることになっているが,今 後予想 される消費税 の社会福祉 への

充当 も,さ らに国,地 方 を通 じた社会福祉財 源の大衆負担化 を押 し進め るはず

であ る。

都 道府県 自治体 は,十 分 そのこ とをわ きまえて社会福祉加算 行政 を展開すべ

きで,こ れ までの ように管 内の行政 をリー ドす るため先行す る市町村 を積極 的

に優遇す る先導的行政か ら,今 後は,む しろ後れを とった市町村 を優先 して地

域格差 を許容範囲に収拾す る後見的行政 に転換 してい くべ きであ る。それには,

都道府 県が,区 市町村 別社会福祉行政デー タを関連行政 データとあわせ て,い っ
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そう広 くかつ分 か りやす く住民 に公 開 してい くことが期待 され る。それは理念

的 にいわれ るヴ ォランテ ィアな どの住民参加 の前提 と して も必要不可欠で あ

る。

社会福祉行政 を分 か りやす く公開 してい くためには,と か く複雑化 しやすい

都道府県 と市町村の間の二重行政 をで きるだ け簡素化 し,行 政の アカウンタビ

リテ ィの所在 を もっ と明確化 してい くことが望 まれる。

狂.一

(1)ChildPovertyActionGroup,RightsGuidetoNon-Means-TestedBenefits

19929315thediti・n,London,CPAG,1992第8章 を 参 照 さ れ た い.


